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○ 副業をする理由としてもっともあてはまる理由と、本業の収入（月収）の関係をみると、本業の収入にかかわらず、「収入を増やした
いから」と回答した人の割合が高い。また、「１つの仕事だけでは収入が少なくて、生活ができないから」と回答した人は、本業の収
入が比較的低い層で割合が高い。一方、「自分が活躍できる場を広げたいから」「本業の仕事の性格上、別の仕事をもつことが自然
だから」「仕事を頼まれ、断りきれなかったから」と回答した人は本業の収入が比較的高い層で割合が高い。

※ 色つきは１０％以上の部分

副業の理由①

もっとも当てはまる理由

合
計

1
つ
の
仕
事
だ
け
で
は
収
入
が
少
な

く
て
、
生
活
自
体
が
で
き
な
い
か
ら

収
入
を
増
や
し
た
い
か
ら

ロ
ー
ン
な
ど
借
金
や
負
債
を
抱
え
て

い
る
た
め

転
職
し
た
い
か
ら

独
立
し
た
い
か
ら

自
分
が
活
躍
で
き
る
場
を
広
げ
た

い
か
ら

様
々
な
分
野
の
人
と
つ
な
が
り
が
で

き
る
か
ら

現
在
の
仕
事
で
必
要
な
能
力
を
活

用
・向
上
さ
せ
る
た
め

時
間
の
ゆ
と
り
が
あ
る
か
ら

副
業
の
ほ
う
が
本
当
に
好
き
な
仕

事
だ
か
ら

本
業
の
仕
事
の
性
格
上
、
別
の
仕
事

を
も
つ
こ
と
が
自
然
だ
か
ら
（
大
学

教
員
、
研
究
者
な
ど
）

仕
事
を
頼
ま
れ
、
断
り
き
れ
な
か
っ

た
か
ら

働
け
る
時
間
に
制
約
が
あ
り
、
1
つ

の
仕
事
で
生
活
を
営
め
る
よ
う
な

収
入
を
得
ら
れ
な
い
か
ら

そ
の
他

本
業
の
収
入
（月
収
）

5万円未満 26.4 28.0 2.2 0.4 0.9 6.7 3.7 3.9 9.8 4.9 0.9 4.9 4.5 2.8 100.0 

5万円～10万
円未満

23.1 34.5 1.9 0.7 0.8 7.3 3.3 1.6 7.4 5.4 0.7 6.7 3.5 3.0 100.0 

10万円～20万
円未満

36.4 27.7 4.7 0.4 1.3 6.2 2.7 1.3 3.9 4.8 1.2 4.7 2.0 2.7 100.0 

20万円～30万
円未満

25.3 37.0 5.8 1.0 2.1 5.9 2.9 1.9 4.1 4.7 1.7 4.5 0.8 2.3 100.0 

30万円～40万
円未満

16.5 36.4 7.2 0.9 2.4 8.5 2.8 2.5 3.2 5.6 3.1 5.8 0.3 4.6 100.0 

40万円～50万
円未満

10.0 35.0 5.8 0.2 3.3 10.9 5.6 2.6 3.7 6.0 5.1 6.9 0.4 4.6 100.0 

50万円～60万
円未満

8.0 35.3 3.2 0.2 2.3 10.9 3.9 4.1 4.1 5.0 8.2 8.9 0.9 5.0 100.0 

60万円～70万
円未満

5.5 29.0 4.6 0.5 2.3 14.3 6.5 6.0 2.3 4.6 9.7 9.2 0.0 5.5 100.0 

70万円以上 5.1 24.4 2.5 0.5 2.1 15.5 6.2 4.1 6.7 5.3 10.4 10.1 1.1 6.0 100.0 

合計 23.1 32.5 4.6 0.6 1.8 7.9 3.5 2.3 4.9 5.1 2.8 5.9 1.6 3.4 100.0 

【副業をしている人（本業・副業ともに雇用以外の場合を含む）】

※「雇用」とは、就業形態が「正社員」、「契約・嘱託社員」、「パート・アルバイト」、「派遣社員」、「請負会社の社員」、「期間工・季節工・日雇」の場合を指す。

労働基準局監督課において作成
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○ 副業をする理由としてもっともあてはまる理由と、本業の収入（月収）の関係をみると、本業の収入にかかわらず、「収入を増やした
いから」「１つの仕事だけでは収入が少なくて、生活ができないから」と回答した人の割合が高い。

○ 「自分が活躍できる場を広げたいから」「本業の仕事の性格上、別の仕事をもつことが自然だから」と回答した人は本業の収入（月
収）が比較的高い層で割合が高い。一方、「時間のゆとりがあるから」と回答した人は本業の収入（月収）が低い層で割合が高い。

※ 色つきは１０％以上の部分

副業の理由②

【副業をしている人（本業・副業ともに雇用）】

注）本業・副業ともに雇用：本業が「雇用」で、副業のどれか１つでも「雇用」
※「雇用」とは、就業形態が「正社員」、「契約・嘱託社員」、「パート・アルバイト」、「派遣社員」、「請負会社の社員」、「期間工・季節工・日雇」の場合を指す。

もっとも当てはまる理由

合
計

1
つ
の
仕
事
だ
け
で
は
収
入
が
少

な
く
て
、
生
活
自
体
が
で
き
な
い
か

ら

収
入
を
増
や
し
た
い
か
ら

ロ
ー
ン
な
ど
借
金
や
負
債
を
抱
え

て
い
る
た
め 転

職
し
た
い
か
ら

独
立
し
た
い
か
ら

自
分
が
活
躍
で
き
る
場
を
広
げ
た

い
か
ら

様
々
な
分
野
の
人
と
つ
な
が
り
が

で
き
る
か
ら

現
在
の
仕
事
で
必
要
な
能
力
を
活

用
・向
上
さ
せ
る
た
め

時
間
の
ゆ
と
り
が
あ
る
か
ら

副
業
の
ほ
う
が
本
当
に
好
き
な
仕

事
だ
か
ら

本
業
の
仕
事
の
性
格
上
、
別
の
仕

事
を
も
つ
こ
と
が
自
然
だ
か
ら
（
大

学
教
員
、
研
究
者
な
ど
）

仕
事
を
頼
ま
れ
、
断
り
き
れ
な

か
っ
た
か
ら

働
け
る
時
間
に
制
約
が
あ
り
、
1

つ
の
仕
事
で
生
活
を
営
め
る
よ
う

な
収
入
を
得
ら
れ
な
い
か
ら

そ
の
他

本
業
の
収
入
（月
収
）

5万円未満 22.4 34.0 2.5 0.9 0.6 4.6 3.4 3.7 12.3 3.4 0.3 6.4 4.0 1.5 100.0 

5万円～10万
円未満

24.2 39.6 2.4 0.9 0.8 5.4 3.2 1.5 7.8 2.3 0.4 6.3 3.5 1.8 100.0 

10万円～20
万円未満

39.8 31.7 5.6 0.6 0.6 3.7 2.3 0.8 3.0 3.0 0.6 4.1 2.4 1.7 100.0 

20万円～30
万円未満

29.7 38.8 8.3 1.0 1.8 4.0 2.3 1.3 3.5 2.6 0.8 3.6 0.6 1.6 100.0 

30万円～40
万円未満

20.4 41.1 12.4 1.8 2.2 5.3 1.6 1.8 2.2 2.4 2.7 4.0 0.4 1.8 100.0 

40万円～50
万円未満

13.5 37.6 8.3 0.4 3.5 7.9 5.2 2.6 3.5 3.1 7.0 5.7 0.0 1.7 100.0 

50万円～60
万円未満

13.7 37.0 4.8 0.7 2.7 8.9 2.7 2.1 4.1 3.4 8.9 9.6 0.0 1.4 100.0 

60万円～70
万円未満

6.3 35.9 6.3 1.6 1.6 12.5 1.6 6.3 1.6 3.1 15.6 7.8 0.0 0.0 100.0 

70万円以上 12.7 31.7 4.2 1.4 1.4 10.6 2.1 2.8 5.6 2.8 12.0 9.9 0.0 2.8 100.0 

合計 27.7 36.5 6.3 1.0 1.4 5.1 2.6 1.6 4.7 2.8 2.0 5.0 1.8 1.7 100.0 

労働基準局監督課において作成



3

○ 副業をする理由としてもっともあてはまる理由と、副業の数との関係をみると、副業の数にかかわらず、「収入を増やしたいから」「１つ
の仕事だけでは収入が少なくて、生活ができないから」と回答した人の割合が高い。

○ また、副業の数が３つ以上では、「本業の仕事の性格上、別の仕事をもつことが自然だから」「自分が活躍できる場を広げたいから」と
回答した人の割合も比較的高い。

※ 色つきは２０％以上の部分

副業の理由③

【副業をしている人（本業・副業ともに雇用）】

注）本業・副業ともに雇用：本業が「雇用」で、副業のどれか１つでも「雇用」

※「雇用」とは、就業形態が「正社員」、「契約・嘱託社員」、「パート・アルバイト」、「派遣社員」、「請負会社の社員」、「期間工・季節工・日雇」の場合を指す。

労働基準局監督課において作成

もっとも当てはまる理由

合
計

1
つ
の
仕
事
だ
け
で
は
収
入
が
少
な

く
て
、
生
活
自
体
が
で
き
な
い
か
ら

収
入
を
増
や
し
た
い
か
ら

ロ
ー
ン
な
ど
借
金
や
負
債
を
抱
え
て

い
る
た
め

転
職
し
た
い
か
ら

独
立
し
た
い
か
ら

自
分
が
活
躍
で
き
る
場
を
広
げ
た

い
か
ら

様
々
な
分
野
の
人
と
つ
な
が
り
が
で

き
る
か
ら

現
在
の
仕
事
で
必
要
な
能
力
を
活

用
・向
上
さ
せ
る
た
め

時
間
の
ゆ
と
り
が
あ
る
か
ら

副
業
の
ほ
う
が
本
当
に
好
き
な
仕

事
だ
か
ら

本
業
の
仕
事
の
性
格
上
、
別
の
仕
事

を
も
つ
こ
と
が
自
然
だ
か
ら
（
大
学

教
員
、
研
究
者
な
ど
）

仕
事
を
頼
ま
れ
、
断
り
き
れ
な
か
っ

た
か
ら

働
け
る
時
間
に
制
約
が
あ
り
、
1
つ

の
仕
事
で
生
活
を
営
め
る
よ
う
な

収
入
を
得
ら
れ
な
い
か
ら

そ
の
他

副
業
の
数

1つ
人 917 1,294 221 28 36 142 84 52 170 93 41 186 54 63 3,381 

％ 27.1 38.3 6.5 0.8 1.1 4.2 2.5 1.5 5.0 2.8 1.2 5.5 1.6 1.9 100.0 

2つ
人 256 284 52 13 15 65 26 14 31 27 28 32 19 10 872 

％ 29.4 32.6 6.0 1.5 1.7 7.5 3.0 1.6 3.6 3.1 3.2 3.7 2.2 1.1 100.0 

3つ以上
人 71 63 10 2 10 20 7 8 8 4 21 8 6 3 241 

％ 29.5 26.1 4.1 0.8 4.1 8.3 2.9 3.3 3.3 1.7 8.7 3.3 2.5 1.2 100.0 

合計
人 1,244 1,641 283 43 61 227 117 74 209 124 90 226 79 76 4,494 

％ 27.7 36.5 6.3 1.0 1.4 5.1 2.6 1.6 4.7 2.8 2.0 5.0 1.8 1.7 100.0 
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○ 副業をする理由としてもっともあてはまる理由と、本業の収入（月収）、副業の数の関係をみると、本業の収入や副業の数にかかわらず、「収入を
増やしたいから」「１つの仕事だけでは収入が少なくて、生活ができないから」と回答した人の割合が高い。

○ 本業の収入（月収）が比較的高い層では、「自分が活躍できる場を広げたいから」という理由も多く、本業の収入（月収）が比較的低い層では、「時
間のゆとりがあるから」という理由も多い。

○ 本業の収入（月収）が高くなると、収入面を理由とする割合が低くなるに従い、活躍等を理由とする割合が高くなる傾向がある。

※ 色つきは１０％以上の部分

副業の理由④

【副業をしている人（本業・副業ともに雇用）】（次ページに続く）

注）本業・副業ともに雇用：本業が「雇用」で、副業のどれか１つでも「雇用」

※「雇用」とは、就業形態が「正社員」、「契約・嘱託社員」、「パート・アルバイト」、「派遣社員」、「請負会社の社員」、「期間工・季節工・日雇」の場合を指す。

労働基準局監督課において作成

本業の収入（月収）

もっとも当てはまる理由

合
計

1
つ
の
仕
事
だ
け
で
は
収
入
が

少
な
く
て
、
生
活
自
体
が
で
き

な
い
か
ら

収
入
を
増
や
し
た
い
か
ら

ロ
ー
ン
な
ど
借
金
や
負
債
を
抱

え
て
い
る
た
め

転
職
し
た
い
か
ら

独
立
し
た
い
か
ら

自
分
が
活
躍
で
き
る
場
を
広
げ

た
い
か
ら

様
々
な
分
野
の
人
と
つ
な
が
り

が
で
き
る
か
ら

現
在
の
仕
事
で
必
要
な
能
力
を

活
用
・
向
上
さ
せ
る
た
め

時
間
の
ゆ
と
り
が
あ
る
か
ら

副
業
の
ほ
う
が
本
当
に
好
き
な

仕
事
だ
か
ら

本
業
の
仕
事
の
性
格
上
、
別
の

仕
事
を
も
つ
こ
と
が
自
然
だ
か

ら
（
大
学
教
員
、
研
究
者
な

ど
）

仕
事
を
頼
ま
れ
、
断
り
き
れ
な

か
っ
た
か
ら

働
け
る
時
間
に
制
約
が
あ
り
、

1
つ
の
仕
事
で
生
活
を
営
め
る

よ
う
な
収
入
を
得
ら
れ
な
い
か

ら

そ
の
他

5万円未満
副業の数

1つ 20.9 34.8 2.6 0.4 0.9 3.9 3.5 4.3 13.5 3.9 0.0 6.1 3.5 1.7 100.0 

2つ 26.0 32.5 2.6 2.6 0.0 7.8 2.6 1.3 7.8 1.3 0.0 7.8 6.5 1.3 100.0 

3つ以上 26.3 31.6 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 5.3 15.8 5.3 5.3 5.3 0.0 0.0 100.0 

合計 22.4 34.0 2.5 0.9 0.6 4.6 3.4 3.7 12.3 3.4 0.3 6.4 4.0 1.5 100.0 

5万円～10
万円未満

副業の数

1つ 22.3 41.2 2.6 0.5 0.7 4.6 3.1 1.5 8.6 2.0 0.3 7.5 3.4 1.8 100.0 

2つ 30.3 35.5 2.0 2.6 1.3 9.2 2.6 0.7 5.3 3.3 0.7 2.6 2.6 1.3 100.0 

3つ以上 33.3 25.9 0.0 0.0 0.0 3.7 7.4 7.4 3.7 3.7 0.0 0.0 11.1 3.7 100.0 

合計 24.2 39.6 2.4 0.9 0.8 5.4 3.2 1.5 7.8 2.3 0.4 6.3 3.5 1.8 100.0 

10万円～
20万円未
満

副業の数

1つ 38.8 33.8 5.5 0.6 0.6 2.8 1.7 0.5 3.3 3.4 0.3 4.6 2.2 1.7 100.0 

2つ 42.9 25.1 5.4 0.8 0.4 5.8 4.2 1.5 2.7 2.3 1.5 2.3 3.1 1.9 100.0 

3つ以上 43.1 29.2 6.9 0.0 1.4 8.3 2.8 1.4 0.0 0.0 0.0 4.2 2.8 0.0 100.0 

合計 39.8 31.7 5.6 0.6 0.6 3.7 2.3 0.8 3.0 3.0 0.6 4.1 2.4 1.7 100.0 

20万円～
30万円未
満

副業の数

1つ 29.4 40.3 8.6 0.9 1.1 3.4 2.4 1.1 3.8 2.5 0.6 3.6 0.4 1.9 100.0 

2つ 30.1 34.0 8.3 1.9 3.2 5.8 1.9 1.9 1.9 3.8 1.9 3.2 1.3 0.6 100.0 

3つ以上 33.3 27.3 3.0 0.0 12.1 9.1 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 100.0 

合計 29.7 38.8 8.3 1.0 1.8 4.0 2.3 1.3 3.5 2.6 0.8 3.6 0.6 1.6 100.0 

30万円～
40万円未
満

副業の数

1つ 21.0 43.1 14.0 1.7 1.2 3.6 1.7 1.9 1.0 2.4 1.4 4.5 0.5 2.1 100.0 

2つ 19.4 38.8 8.2 1.0 4.1 9.2 2.0 1.0 7.1 3.1 3.1 3.1 0.0 0.0 100.0 

3つ以上 15.6 21.9 3.1 6.3 9.4 15.6 0.0 3.1 3.1 0.0 18.8 0.0 0.0 3.1 100.0 

合計 20.4 41.1 12.4 1.8 2.2 5.3 1.6 1.8 2.2 2.4 2.7 4.0 0.4 1.8 100.0 
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※ 色つきは１０％以上の部分

副業の理由④

【副業をしている人（本業・副業ともに雇用）】（前ページからの続き）

注）本業・副業ともに雇用：本業が「雇用」で、副業のどれか１つでも「雇用」

※「雇用」とは、就業形態が「正社員」、「契約・嘱託社員」、「パート・アルバイト」、「派遣社員」、「請負会社の社員」、「期間工・季節工・日雇」の場合を指す。

労働基準局監督課において作成

本業の収入（月収）

もっとも当てはまる理由

合
計

1
つ
の
仕
事
だ
け
で
は
収
入

が
少
な
く
て
、
生
活
自
体
が

で
き
な
い
か
ら

収
入
を
増
や
し
た
い
か
ら

ロ
ー
ン
な
ど
借
金
や
負
債
を

抱
え
て
い
る
た
め

転
職
し
た
い
か
ら

独
立
し
た
い
か
ら

自
分
が
活
躍
で
き
る
場
を
広

げ
た
い
か
ら

様
々
な
分
野
の
人
と
つ
な
が

り
が
で
き
る
か
ら

現
在
の
仕
事
で
必
要
な
能
力

を
活
用
・
向
上
さ
せ
る
た
め

時
間
の
ゆ
と
り
が
あ
る
か
ら

副
業
の
ほ
う
が
本
当
に
好
き

な
仕
事
だ
か
ら

本
業
の
仕
事
の
性
格
上
、
別

の
仕
事
を
も
つ
こ
と
が
自
然

だ
か
ら
（
大
学
教
員
、
研
究

者
な
ど
）

仕
事
を
頼
ま
れ
、
断
り
き
れ

な
か
っ
た
か
ら

働
け
る
時
間
に
制
約
が
あ
り
、

1
つ
の
仕
事
で
生
活
を
営
め

る
よ
う
な
収
入
を
得
ら
れ
な

い
か
ら

そ
の
他

40万円～
50万円未
満

副業の数

1つ 13.0 38.5 8.3 0.6 3.0 8.9 5.3 3.0 4.7 1.2 5.3 5.9 0.0 2.4 100.0 

2つ 11.1 37.8 11.1 0.0 2.2 4.4 6.7 2.2 0.0 8.9 8.9 6.7 0.0 0.0 100.0 

3つ以上 26.7 26.7 0.0 0.0 13.3 6.7 0.0 0.0 0.0 6.7 20.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

合計 13.5 37.6 8.3 0.4 3.5 7.9 5.2 2.6 3.5 3.1 7.0 5.7 0.0 1.7 100.0 

50万円～
60万円未
満

副業の数

1つ 13.3 37.1 2.9 1.0 2.9 9.5 2.9 1.0 4.8 3.8 6.7 13.3 0.0 1.0 100.0 

2つ 16.1 38.7 9.7 0.0 3.2 9.7 0.0 3.2 0.0 3.2 16.1 0.0 0.0 0.0 100.0 

3つ以上 10.0 30.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0 100.0 

合計 13.7 37.0 4.8 0.7 2.7 8.9 2.7 2.1 4.1 3.4 8.9 9.6 0.0 1.4 100.0 

60万円～
70万円未
満

副業の数

1つ 7.9 39.5 5.3 2.6 2.6 15.8 2.6 2.6 2.6 5.3 5.3 7.9 0.0 0.0 100.0 

2つ 0.0 47.1 11.8 0.0 0.0 11.8 0.0 11.8 0.0 0.0 11.8 5.9 0.0 0.0 100.0 

3つ以上 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 66.7 11.1 0.0 0.0 100.0 

合計 6.3 35.9 6.3 1.6 1.6 12.5 1.6 6.3 1.6 3.1 15.6 7.8 0.0 0.0 100.0 

70万円以
上

副業の数

1つ 13.6 33.3 2.5 1.2 1.2 7.4 2.5 4.9 8.6 2.5 8.6 9.9 0.0 3.7 100.0 

2つ 8.1 32.4 5.4 2.7 2.7 13.5 2.7 0.0 0.0 2.7 16.2 10.8 0.0 2.7 100.0 

3つ以上 16.7 25.0 8.3 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 4.2 4.2 16.7 8.3 0.0 0.0 100.0 

合計 12.7 31.7 4.2 1.4 1.4 10.6 2.1 2.8 5.6 2.8 12.0 9.9 0.0 2.8 100.0 

合計
副業の数

1つ 27.1 38.3 6.5 0.8 1.1 4.2 2.5 1.5 5.0 2.8 1.2 5.5 1.6 1.9 100.0 

2つ 29.4 32.6 6.0 1.5 1.7 7.5 3.0 1.6 3.6 3.1 3.2 3.7 2.2 1.1 100.0 

3つ以上 29.5 26.1 4.1 0.8 4.1 8.3 2.9 3.3 3.3 1.7 8.7 3.3 2.5 1.2 100.0 

合計 27.7 36.5 6.3 1.0 1.4 5.1 2.6 1.6 4.7 2.8 2.0 5.0 1.8 1.7 100.0 
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○ 副業をしている人（本業・副業ともに雇用：本業が「雇用」で、副業がどれか１つでも「雇用」）について、副業の数ごとに本業
の収入（月収）別の本業と副業の合計した総実労働時間をみると、副業の数にかかわらず全体的に本業の収入が高くなるほ
ど総実労働時間は長い傾向にある。 ただし、副業が３つ以上の場合は、本業の収入（月収）が比較的低い場合も労働時間
が長くなっている。

労働時間

（注）本業「雇用」の実労働時間と副業「雇用」（副業が２つ以上の場合、「雇用」分のみカウント）の実労働時間を合わせた総実労働時間

※本業・副業ともに雇用：本業が「雇用」で、副業のどれか１つでも「雇用」
「雇用」とは、就業形態が「正社員」、「契約・嘱託社員」、「パート・アルバイト」、「派遣社員」、「請負会社の社員」、「期間工・季節工・日雇」の場合を指す。

労働基準局監督課において作成

【副業をしている人（本業・副業ともに雇用）：副業の数が１つ】 注） 色付きは２０％以上の部分。合計欄下段の括弧内の数値は人数。

副業の数

本業と副業の合計した総実労働時間（時間／週）（注）
合計

5時間未満
5時間～10
時間未満

10時間～20
時間未満

20時間～30
時間未満

30時間～40
時間未満

40時間～50
時間未満

50時間～60
時間未満

60時間～70
時間未満

70時間～80
時間未満

80時間以上

1つ

本
業
の
収
入
（
月
収
）

5万円未満 3.0 11.3 41.7 17.8 9.6 4.3 6.5 3.0 0.9 1.7 
100.0
(230) 

5万円～10万
円未満

0.3 3.9 18.2 36.6 23.3 9.1 3.7 2.0 0.7 2.1 
100.0
(614) 

10万円～20万
円未満

0.0 1.6 11.0 9.7 15.1 25.9 20.1 7.8 3.4 5.4 
100.0
(929) 

20万円～30万
円未満

0.1 0.8 8.4 7.3 5.7 22.5 28.7 13.6 5.8 7.2 
100.0
(795) 

30万円～40万
円未満

0.0 0.0 6.0 7.6 4.0 18.6 26.4 16.9 8.1 12.4 
100.0
(420) 

40万円～50万
円未満

0.0 0.0 5.9 6.5 2.4 24.3 24.3 16.6 9.5 10.7 
100.0
(169) 

50万円～60万
円未満

0.0 0.0 2.9 2.9 4.8 24.8 26.7 16.2 10.5 11.4 
100.0
(105) 

60万円～70万
円未満

0.0 0.0 10.5 5.3 0.0 15.8 23.7 18.4 18.4 7.9 
100.0
(38) 

70万円以上 0.0 0.0 8.6 9.9 4.9 18.5 22.2 13.6 6.2 16.0 
100.0
(81) 

合計 0.3 2.1 12.6 13.9 11.2 19.3 19.5 9.8 4.6 6.6 
100.0
(3381) 



7

労働時間

（注）本業「雇用」の実労働時間と副業「雇用」（副業が２つ以上の場合、「雇用」分のみカウント）の実労働時間を合わせた総実労働時間

※本業・副業ともに雇用：本業が「雇用」で、副業のどれか１つでも「雇用」
「雇用」とは、就業形態が「正社員」、「契約・嘱託社員」、「パート・アルバイト」、「派遣社員」、「請負会社の社員」、「期間工・季節工・日雇」の場合を指す。

労働基準局監督課において作成

【副業をしている人（本業・副業ともに雇用）：副業の数が２つ】

副業の数

本業と副業の合計した総実労働時間（時間／週）（注）
合計

5時間未満
5時間～10
時間未満

10時間～20
時間未満

20時間～30
時間未満

30時間～40
時間未満

40時間～50
時間未満

50時間～60
時間未満

60時間～70
時間未満

70時間～80
時間未満

80時間以上

2つ

本
業
の
収
入
（
月
収
）

5万円未満 0.0 11.7 26.0 27.3 10.4 10.4 3.9 5.2 3.9 1.3 
100.0
(77) 

5万円～10万円
未満

0.0 0.7 13.8 27.0 27.0 7.9 7.9 5.3 3.9 6.6 
100.0
(152) 

10万円～20万
円未満

0.0 0.4 8.1 10.4 15.8 20.8 17.4 9.3 5.4 12.4 
100.0
(259) 

20万円～30万
円未満

0.0 0.6 1.3 5.8 7.7 11.5 22.4 22.4 10.3 17.9 
100.0
(156) 

30万円～40万
円未満

0.0 1.0 5.1 7.1 2.0 12.2 18.4 18.4 13.3 22.4 
100.0
(98) 

40万円～50万
円未満

0.0 0.0 6.7 2.2 4.4 15.6 24.4 15.6 8.9 22.2 
100.0
(45) 

50万円～60万
円未満

0.0 0.0 3.2 0.0 9.7 16.1 16.1 29.0 6.5 19.4 
100.0
(31) 

60万円～70万
円未満

0.0 0.0 0.0 5.9 5.9 23.5 11.8 11.8 5.9 35.3 
100.0
(17) 

70万円以上 2.7 2.7 8.1 8.1 2.7 16.2 10.8 13.5 16.2 18.9 
100.0
(37) 

合計 0.1 1.6 8.7 12.6 12.7 14.4 15.5 12.8 7.5 14.0 
100.0
(872) 

注） 色付きは２０％以上の部分。合計欄下段の括弧内の数値は人数。
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労働時間

（注）本業「雇用」の実労働時間と副業「雇用」（副業が２つ以上の場合、「雇用」分のみカウント）の実労働時間を合わせた総実労働時間

※本業・副業ともに雇用：本業が「雇用」で、副業のどれか１つでも「雇用」
「雇用」とは、就業形態が「正社員」、「契約・嘱託社員」、「パート・アルバイト」、「派遣社員」、「請負会社の社員」、「期間工・季節工・日雇」の場合を指す。

労働基準局監督課において作成

【副業をしている人（本業・副業ともに雇用）：副業の数が３つ以上】

副業の数

本業と副業の合計した総実労働時間（時間／週）（注）
合計

5時間未満
5時間～10
時間未満

10時間～20
時間未満

20時間～30
時間未満

30時間～40
時間未満

40時間～50
時間未満

50時間～60
時間未満

60時間～70
時間未満

70時間～80
時間未満

80時間以上

3つ以上

本
業
の
収
入
（
月
収
）

5万円未満 0.0 10.5 15.8 31.6 5.3 21.1 15.8 0.0 0.0 0.0 
100.0
(19) 

5万円～10万
円未満

0.0 3.7 3.7 11.1 37.0 7.4 18.5 7.4 7.4 3.7 
100.0
(27) 

10万円～20万
円未満

1.4 1.4 1.4 11.1 6.9 15.3 15.3 12.5 8.3 26.4 
100.0
(72) 

20万円～30万
円未満

0.0 0.0 3.0 6.1 3.0 15.2 21.2 15.2 9.1 27.3 
100.0
(33) 

30万円～40万
円未満

0.0 0.0 6.3 3.1 0.0 9.4 9.4 9.4 21.9 40.6 
100.0
(32) 

40万円～50万
円未満

0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 33.3 13.3 6.7 20.0 20.0 
100.0
(15) 

50万円～60万
円未満

0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 20.0 10.0 50.0 
100.0
(10) 

60万円～70万
円未満

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 22.2 11.1 0.0 44.4 
100.0
(9) 

70万円以上 4.2 0.0 0.0 4.2 0.0 12.5 8.3 12.5 12.5 45.8 
100.0
(24) 

合計 0.8 1.7 3.7 8.7 7.5 14.9 14.5 10.8 10.4 27.0 
100.0
(241) 

注） 色付きは２０％以上の部分。合計欄下段の括弧内の数値は人数。
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労働時間

（注）本業「雇用」の実労働時間と副業「雇用」（副業が２つ以上の場合、「雇用」分のみカウント）の実労働時間を合わせた総実労働時間

※本業・副業ともに雇用：本業が「雇用」で、副業のどれか１つでも「雇用」
「雇用」とは、就業形態が「正社員」、「契約・嘱託社員」、「パート・アルバイト」、「派遣社員」、「請負会社の社員」、「期間工・季節工・日雇」の場合を指す。

労働基準局監督課において作成

【副業をしている人（本業・副業ともに雇用）：全体】

副業の数

本業と副業の合計した総実労働時間（時間／週）（注）
合計

5時間未満
5時間～10
時間未満

10時間～20
時間未満

20時間～30
時間未満

30時間～40
時間未満

40時間～50
時間未満

50時間～60
時間未満

60時間～70
時間未満

70時間～80
時間未満

80時間以上

全体

本
業
の
収
入
（
月
収
）

5万円未満 2.1 11.3 36.5 20.9 9.5 6.7 6.4 3.4 1.5 1.5 
100.0
(326) 

5万円～10万円
未満

0.3 3.3 16.9 33.9 24.5 8.8 5.0 2.8 1.5 3.0 
100.0
(793) 

10万円～20万
円未満

0.1 1.3 9.8 9.9 14.8 24.3 19.3 8.3 4.1 8.0 
100.0
(1260) 

20万円～30万
円未満

0.1 0.7 7.1 7.0 5.9 20.5 27.4 15.0 6.6 9.6 
100.0
(984) 

30万円～40万
円未満

0.0 0.2 5.8 7.3 3.5 16.9 24.0 16.7 9.8 15.8 
100.0
(550) 

40万円～50万
円未満

0.0 0.0 5.7 5.2 3.1 23.1 23.6 15.7 10.0 13.5 
100.0
(229) 

50万円～60万
円未満

0.0 0.0 3.4 2.1 5.5 21.9 22.6 19.2 9.6 15.8 
100.0
(146) 

60万円～70万
円未満

0.0 0.0 6.3 4.7 1.6 18.8 20.3 15.6 12.5 20.3 
100.0
(64) 

70万円以上 1.4 0.7 7.0 8.5 3.5 16.9 16.9 13.4 9.9 21.8 
100.0
(142) 

合計 0.3 2.0 11.4 13.4 11.3 18.1 18.5 10.5 5.5 9.1 
100.0
(4494) 

注） 色付きは２０％以上の部分。合計欄下段の括弧内の数値は人数。


